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地域・家庭福祉課

第３期秋田県ひとり親家庭等自立促進計画（素案）の概要

●ひとり親世帯数（令和元年８月１日現在）

　・母子世帯　１０，２５１世帯

　・父子世帯　　１，５１８世帯

●ひとり親世帯になった原因別世帯数

　・母子世帯

　　（死別）　　　６７３世帯（全体の６．６％）

　　（生別）　９，５７８世帯（全体の９３．４％）

　・父子世帯

　　（死別）　　　 １８６世帯（全体の１２．３％）

　　（生別）　 １，３３２世帯（全体の８７．７％）

●就労の状況（無職及び不明を除く）

　・母子世帯

　　　自営・常用雇用者数　　　

 　　　　５，８１９人（全体の５６．８％）

　　　臨時的職員：上記以外 　
 　　　　３，２３２人（全体の３１．５％）

　・父子世帯
　　　自営・常用雇用者数　　　 
　　　　 １，３５６人（全体の８９．４％）

　　　臨時的職員：上記以外　  　　 
　　　　 　　　６９人（全体の　４．６％）

●収入の状況（年収２４０万円未満者数）

　・母子世帯　８，２４０人（全体の８０．４％）

　・父子世帯　　　６０３人（全体の３９．７％）
　

【策定の背景】

●本県のひとり親家庭の世帯数は平成２４年をピークに減少に転じたが、生

　活実態や就業環境等は依然として厳しい状況にある。

●国では、ひとり親家庭等に対し、「きめ細かな福祉サービスの展開」と「自立

　の支援」に主眼をおいた施策を推進している。

【計画の目的】

●複雑な問題を抱えるひとり親家庭を総合的かつきめ細かに支援

　し、 ひとり親家庭の自立と生活の安定を図ることを目的とする。

【計画期間】

●令和２年度から令和６年度（５年間）

本県の現状 課題 主な施策 施策の展開

●子育て・生活

・母子・父子世帯とも、子どもの「教育・進学」

　に関する悩みが最も多い。

・母子・父子世帯とも、子どもの世話について

　困っている人が多い。

・父子世帯は、家事について困っている人が

　多い。

●就業・経済・家計

・母子世帯は、臨時・パートで就業している人

　が多く、収入も低い。

・父子世帯は、常用雇用で就業している人が

　多いが、収入の低い世帯も少なくない。

・寡婦世帯は、未就業者が４７％と多く、就業

　者は収入が低い。

・母子・父子世帯の未就業者は１割以下だが、

　その多くが就業を希望しているが就職できて

　いない。

・養育費を得ている世帯は、母子世帯で３５％

　にとどまる。

◇貧困の世代間連鎖を解消するため学習支援事業を推進

◇子育てと仕事の両立ができるよう、保育サービスの提供

　や生活の場の確保を推進

◇家事や育児に困った場合、必要なときに対応できるサー
　ビ スの充実

１．子育て・生活支援策

　　の充実

２．就業支援策の充実

３．経済的支援策の実施

４．養育費確保の支援

５．相談体制の充実

◇就業情報の提供や資格取得、職業訓練等に対する支援

　を推進

◇ひとり親の雇用の促進、待遇改善、正規雇用化等の啓発

　 活動の推進

◇高等教育の修学支援新制度や母子父子寡婦福祉資金貸

　付金の活用による教育費負担の軽減

◇子どもの進学を見据えた家計管理の支援

◇広報・啓発の促進や、相談・情報提供体制の充実

◇養育費不払い対策の検討

◇行政の相談担当者などを対象とした研修実施による

　相談・情報提供体制の充実

◇早期に支援につなげられる体制の構築

令和元年８月に実施した「母子・父子世帯の実態調査」及び「秋田県

ひとり親家庭等実態調査」より把握した課題

【計画の位置付け】

●「母子及び父子並びに寡婦福祉法」第11条に基づき定める

　県の自立促進計画

【計画の推進体制等】

●県、市町村、ハローワーク等労働関係部局、母子寡婦福祉団体、 そ
　の他関係機関等が連携をしながら施策の推進を図る。

【計画の進行管理】

●進捗状況や取組状況について、「秋田県社会福祉審議会」において

　計画の進行管理を行い、必要に応じて内容の見直しを行う。

【スケジュール】

●１２月県議会で計画素案を説明後、パブリックコメントを実施する。

●２月県議会で計画案を説明後、３月に策定委員会で計画を決定する。

●相談体制

・母子・父子世帯とも、ひとり親支援制度を知

　らな い人が多い。

・父子世帯は、相談相手のいない人が多い。

・寡婦世帯は、一人暮らしの世帯が３９％と多

　く、生活や健康面に不安を抱えている。
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国保連の算定誤りによる県の対応について

国保・医療指導室

１．概 要

秋田県国民健康保険団体連合会（以下「国保連」という）において、平成２０

年度から２９年度まで、市町村からの拠出金の算定を誤り、市町村国保財政及び

市町村に対する国・県の負担金等に影響を与えた。

原因は、国保連の担当者が当該拠出金を算定する際のシステム入力のミスによ

るものであり、結果、市町村が負担する拠出金が誤って多く算定されていた。

○高額医療費共同事業

国保連がレセプト１件あたり８０万円を超えるものを対象に、各市町村か

ら拠出金を受け実施している事業。

高額医療費共同事業のイメージ

国 保 連

国

交 拠
付 出 拠出金に対して国と県が
金 金 それぞれ１／４負担

市 町 村 県

当該拠出金算定式

80万円超 前期高齢者
－ × 0.59 ＝ 拠出金

医療費 財政調整額

入力誤りにより過小に算定 過大に算定

２．県への影響

県が市町村の拠出金の１／４を負担していたことから、市町村への過大交付が

発生している。

○過大交付額 （単位：千円）

平成２０～２９年度の過大交付額 ２，００３，０８４

３．今後の対応

市町村へ年度内に返還を求めていくとともに、県の国保財政安定化基金の貸付な

ど、市町村への支援方法について検討する。

また、国保連に対しては、算定誤りの原因究明や再発防止策のほか事務全般に

対して特別指導監督を行うものとする。
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地方独立行政法人秋田県立療育機構　第３期中期計画（素案）の概要

障 害 福 祉 課

中 期 計 画 の 策 定

○設立団体である県が定めた中期目標を指示された地方独立行政法人は、これを達成するための中期計画を作成し、設立団体の長の認可を受けなければならないとされている。

　　（地方独立行政法人法第26条第1項）

中 期 計 画 （ 素 案 ） の 構 成

　　　 中期計画の期間第1

　　　 県民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためにとるべき措置

第2

　　　 　業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置第3

　　　 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画第4

　　　 短期借入金第5

　　　 出資等に係る不要財産等の処分に関する計画第6

　　　 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画第7

　　　 剰余金の使途第8

　　　 その他業務運営に関する重要事項第9
1　　施設及び設備の整備に関する計画
2　　防災・防犯対策の推進　

3　　人事に関する事項　

4　　職員の就労環境の整備

5　　障害者差別解消の取組み

6　　地方独立行政法人法第40条第4項の規定により業務の財源に充てることが
できる積立金の処分に関する計画

1　　予算　　　　　2　　収支計画　　　　　3　　資金計画

1　　効率的な運営体制の構築
（１）　管理体制の充実
（２）　効率的な業務運営の実現
（３）　職員の意識改革　

2　　施設経営に携わる事務部門の職員の確保・育成　

3　　収入の確保、費用の節減
（１）　収入の確保
（２）　費用の節減

1　　質の高い療育の提供

（１）　疾患、障害、発達に応じたきめ細かな療育の提供

（２）　療育従事者の確保・育成

（３）　利用者・家族の視点に立った療育サービスの提供

（４）　より安心で信頼される療育の提供　
2　　地域療育への貢献　

3　　ライフステージに応じた総合相談

4　　発達障害児・者への支援

第2-1　質の高い療育の提供

○児童福祉法及び障害者総合支援法に基づくサービス利用希望者の支
援

第2-2　地域療育への貢献

第2-4　発達障害児・者への支援

第3-1　効率的な運営体制の構築

第3-3　収入の確保、費用の節減

○発達障害児・者に対する支援の拠点としての「ふきのとう秋田」の運営及
び地域の関係機関との連携による総合的な支援

○県民や関係機関に対する普及啓発及び研修会等の開催

○経営改革の推進等に向けた運営会議等の定期的な開催

○外部専門研修への参加及び伝達研修の実施による職員の専門性の向上

○利用者ニーズに対応したサービスの提供による収入の確保

○診療材料等の在庫管理の徹底及び後発医薬品への切替

（１）疾患、障害、発達に応じたきめ細かな療育の提供

○各診療科連携による総合的な医療の提供

○入所の肢体不自由児及び重症心身障害児に対する療育の提供

○在宅の肢体不自由児及び知的障害児に対する通園指導

○入所及び在宅の障害児に対するリハビリテーションの充実

○在宅の重症心身障害児・者及び保護者に対する送迎による通園の実施
及び家庭での療育に関する助言

○短期入所事業及び日中一時支援事業の需要への対応

○専門的な調査研究及び居宅訪問型発達支援体制への取り組み

（２）療育従事者の確保･育成

○労働環境の改善、情報発信、就職説明会など様々な募集活動

○指導体制の充実及び機構内外で実施する研修会への積極的な参加に
よる専門知識の習得、専門性の向上を図る体制の充実

（３）利用者・家族の視点に立った療育サービスの提供

○快適な療養のための環境の整備、ホスピタリティの向上

○質の高い療育サービスを提供するための第三者機関による評価の受審

（４）より安心で信頼される療育の提供

○医療安全対策、院内感染対策及び情報セキュリティ対策の徹底

○障害児等療育支援事業実施施設、市町村、福祉・教育機関との連携強
化による地域の療育体制の支援

○地域療育医療拠点施設等医療機関との連携強化

○医師等による地域の療育機関への支援及び地域の療育従事者を対象
とした研修会への講師派遣

○療育従事者養成機関等からの実習・研修及びボランティアの受け入れ

運 営 費 交 付 金

2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 第３期　計

運営費交付金 1,284 843 856 755 782 4,520

（百万円）

第２期　計

4,337
第３期－第２期

183
（※1）各年度の運営費交付金には、定年退職者の退職手当見込額が含まれている。

第9-2　防災・防犯対策の推進（新規）

○災害等における利用者の安全安心を守るため、定期的な防災・防犯訓練
の実施

計画値（毎年度）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（新規）

地域療育医療拠点施設とのカンファレンス ３回

計画値（毎年度）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（新規）

普及啓発事業・研修会の開催 ３回

巡回相談会 ６か所

計画値（令和６年度）　　　　　　 　　　（参考：平成３０年度の実績　２７，３９４件）　　　　

リハビリテーション件数 ３０，０００件

計画値（令和６年度）　　　　　　 　　 　　　（参考：平成３０年度の実績　５０品目）

後発医薬品の導入品目 ６０品目

第9-5　障害者差別解消の取組み（新規）

○障害を理由とする差別の解消を推進

計画値（毎年度）

総合防災訓練、夜間想定防災訓練、不審者対応防犯訓練 各１回

児童福祉施設（通園部）避難訓練 毎月

○家庭における養育、教育、就労等あらゆる相談への教育機関等関係機
関と連携した対応及びワンストップサービスや利用までのバックアップ

第2-3　ライフステージに応じた総合相談

令和2年4月1日～令和7年3月31日
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保健・疾病対策課

　
　　

秋田県母子保健計画（素案）の概要

１　計画期間

　 令和２年度から令和６年度まで（５年間）

２　数値目標

３　母子保健の現状と課題

４　施策の体系

　　　
　　

　

　１　施策の方向性

　２　基本施策

【参考】　国における施策

〇平成 ２７ 年度に国が策定した「健やか親子２１（第２次）」の計画に基づき、母子保健

　 施策充実のため、広域的・専門的な視点での都道府県母子保健計画を策定する。
　市町村において妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制を整備できるよう支援するほか、

母子保健の中心的役割を果たす人材の育成や、地域・学校・医療機関等ネットワークを構築して地域

全体で妊産婦やその家族を見守り、孤立させない取組を推進する。

（１）切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策と

　　　不妊への支援

・市町村における妊娠・出産包括支援事業（産前・産後サポー

　ト、産後ケア、産婦健康診査等）実施に向けた支援

・母子保健コーディネーターの育成

・早期の医療機関受診及び妊娠届け出についての啓発

・特定不妊治療費の助成、不妊専門相談センターにおける相談

　機能の充実及び仕事と不妊治療の両立に向けた支援

（２）学童期・思春期から成人期に向けた保健対策

・社会において直面する可能性のある様々な困難やストレスへ

　の対処方法を身に付けるための教育（児童生徒のSOSの出し方

　に関する教育）の推進

・思いがけない妊娠や性に関する問題について気軽に相談でき

　る女性健康支援センターの周知

（３）子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくり

・乳幼児の父親やプレパパを対象とした子育て等を学ぶ講座の開

　催

（４）育児に困難を抱える親への支援

・乳幼児健康診査等における発達障害の早期発見・早期支援強化

　のための、保健師等専門職の資質向上

・早期に要支援児・要支援家庭を発見し必要な支援につなげるた

　めの、市町村における母子保健コーディネーターの配置支援

（５）妊娠期からの児童虐待防止対策

・すべての市町村で乳児家庭全戸訪問・養育支援訪問事業を実施

　するための支援

・乳幼児健康診査未受診児及び予防接種未接種児の把握及びフォ

　ロー体制の構築

　少子化や核家族化の進行、地域のつながりの希薄化など母子保健を

取り巻く環境が大きく変化する中、周囲に相談相手がいない、必要な

情報が得にくいなど妊娠・出産・子育てに関して不安を抱える妊産婦

やその家族が増えており、親が育てにくさを感じる一因となっている。

　母親に限らず、父親を含め身近な養

育者が安心して生活できるよう、必要

なサービスや情報提供を充実するとと

もに、ワンストップで支援につなげる

子育て世代包括支援センター体制整備

など、妊娠・出産・子育て期の切れ目

ない支援の仕組みを整備することが必

要である。

　課　題

　現　状

※本計画は、「第３期すこやかあきた夢っ子プラン」の基本施策５として記載 
     されるため、計画期間は同プランと同じものになっている。
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乳幼児健康診査アンケート結果（県母子保健に関する実施状況等調査）

この地域で今後も子育てしたい

妊娠・出産に満足している

育てにくさを感じたときに対処できる

父親が積極的に育児をしている

(%)

湯沢市子育て世代包括支援センター

　「健やか親子２１（第２次）」では、１０年後に目指す姿を「すべての子どもが健やか

に育つ社会」として、すべての国民が地域や家庭環境の違いにかかわらず、同じ水

準の母子保健サービスが受けられることを目指している。

　従来の「健やか親子２１」で掲げてきた課題を見直し、現在の母子保健を取り巻く

状況を踏まえて３つの基盤課題を設定している。また、特に重点的に取り組む必要

のあるものを２つの重点課題としている。

目標指数
現状

（Ｈ３０）

目標

（Ｒ６）

妊娠11週以下での妊娠の届出率 94.85% 100%

乳幼児健康診査未受診率（３～５か月児） 1.23% 0

乳幼児健康診査未受診率（１歳６か月児） 1.29% 0

乳幼児健康診査未受診率（３歳児） 1.65% 0

妊娠・出産包括支援事業実施市町村の割合 8% 52%

（妊娠・出産包括支援事業実施市町村数） (2) (13)

積極的に育児をしている父親の割合 64.6% 80%
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○現状

・診療所の役割は、外来診療だけではなく、産業医や学校医、介護施設の嘱託医、予

防接種等の公衆衛生分野など多岐にわたる

・一部の病院では、定期的に診療所へ医師を派遣するなど、地域の外来医療機能の維

持に協力

・一部の市町村では、診療所の新規開業などに対し補助を実施しているほか、公共交

通機関等による患者の通院を支援

○課題

・医師･看護師等の医療従事者の不足

・医師の高齢化の進行、旧町村部の診療所の廃止や後継者がいない診療所の増

・新規に開業しようする医師の減少

・診療所の廃止等に伴い、病院の外来患者が増えることによる医師の負担増

・公共交通機関をはじめとした通院手段の維持・確保

○外来医療提供体制の確保のための対策

・医業承継

県医師会などの関係団体とも連携しながら、病院を退職する医師への働きかけを行

うなどの診療所の承継に繋がるような支援

・秋田市以外での新規開業や承継を促すための支援

不足している診療科や地域医療構想との関連も踏まえた上で、必要な施設整備等に

対し、医療介護総合確保基金の活用の検討

・へき地医療の確保

診療所の運営や施設整備等に対し、引き続き、国庫補助を活用した支援の実施

・患者の通院支援

地域の実情を踏まえた通院手段の維持・確保に取り組む必要性

◎ 本県の二次医療圏は、全て「外来医師多数区域」に該当しないことから、地域で不足している外来医療機能の課題と対策、医療機器の効率的な活用に係る事項を記載

秋田県外来医療計画（素案）の概要
医務薬事課

主な記載事項

不足している外来医療機能の課題と対策

（参考）秋田市と男鹿南秋地域（男鹿市・潟上市・南秋田郡）の外来医師偏在指標の試算

※１ 順位は、全都道府県が本県と同じく、都道府県調整をせず、県内調整は国からの患者流出入データを基にした調整を行うと仮定した場合

※２ 外来標準化受療率比・診療所の外来患者対応割合・労働時間調整係数は、秋田周辺圏域の値を使用

※３ 秋田市と男鹿南秋地域の外来患者流出入指数は、2017（平成 29）年度のレセプト数に基づくデータブック（国保＋後期高齢者のみ）から算出した

流出入割合である秋田市1.049・男鹿南秋0.751 に対して、人口規模の重み付けをした値を使用

外来医師偏在指標（暫定値）

○二次医療圏毎の医療機器の配置状況、保有状況等の情報や指標

・ＣＴ、ＭＲＩ、ＰＥＴ、放射線治療（リニアック及びガンマナイフ）、マンモグラフィの５種

○共同利用の方針、共同利用計画の作成とチェックのプロセス

・新規に医療機器（機器更新を含む）を購入する病院･診療所は、購入時に作成

・記載内容は、相手方となる医療機関、対象機器、保守や整備等の実施方針、画像情報等の提供方針 など

・作成した共同利用計画は、調整会議等で共同利用の推進方法を協議

○計画の進捗状況は、各調整会議において、地域の外来医療機能や、共同利用の推

進のための協議を行うほか、医療介護基金を活用した支援、その他外来医療に必

要な協議を実施

○必要に応じて、各調整会議での協議内容等を県医療審議会にも報告

医療機器の効率的な活用 推進体制と評価

全国 335 医療圏のうち、上位 33.3%（112 位以内）が「外来医師多数区域」。本県は該当なし

○二次医療圏毎の診療所医師数を可視化

標準化医師数 人口(10万人) 外来標準化受療率比
診療所の外来患者

対応割合

外来患者の流

出入指数

00    全国 106.3 102,457 1277.07259 1.00000 0.75475 1.00000 

44 05    秋田県 83.4 686 10.15057 1.12292 0.72154 1.000

330 0501  大館・鹿角 63.8 52 1.10471 1.16171 0.62221 1.017

313 0502  北秋田 73.4 19 0.35212 1.23386 0.69589 0.857

283 0503  能代・山本 81.0 56 0.82094 1.19192 0.71473 0.993

194 0504  秋田周辺 95.2 322 3.97622 1.06835 0.75470 1.054

277 0505  由利本荘・にかほ 82.4 55 1.03651 1.12148 0.61662 0.930

275 0506  大仙・仙北 82.6 85 1.29988 1.15222 0.75185 0.912

326 0507  横手 67.3 64 0.91743 1.14352 0.80592 1.126

255 0508  湯沢・雄勝 85.9 33 0.64276 1.15861 0.64152 0.802

計算用情報
順位

※1
圏域名

外来医師偏在指標

(患者流出入考慮)

診療所の開設が都市部に集中している状況を踏まえ、地域内における外来医療機能に関する情報を可視化し、

新規開業者に対し情報提供をする。

また、診療所で外来診療をする医師が多数いる地域（以下「外来医師多数区域」という。）では、新規開業者に

対し、地域で不足している外来医療機能を担うよう求めるなどの取組によって、新規開業者の行動変容を促し、

地域の偏在是正につなげる。

計画の基本理念

○ 医療法第30条の 4第 1項の規定に基づく

医療計画の一部

○ 令和２～５年度（４年間）

※以降、３年ごとに見直し

計画の位置づけと計画期間

平成 30 年 7 月の医療法の一部改正により、医療

計画中に定める事項として「外来医療提供体制の確

保に関する事項」（以下「外来医療計画」という。）

が追加となったため、新たに計画として策定する。

策定の趣旨

※２ ※３161 0504  秋田周辺（秋田市） 99.9 282 3.124 1.06835 0.75470 1.122

318 0504  秋田周辺（男鹿南秋地域） 71.2 39 0.852 1.06835 0.75470 0.804
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秋 田 県 医 師 確 保 計 画 （ 素 案 ） の 概 要

　平成３０年７月に成立した「医療法及び医

師法の一部を改正する法律」の規定により、

厚生労働省が定める医師偏在指標に基づき三

次医療圏間及び二次医療圏間の医師偏在是正

に向けた計画を新たに策定する。

１．厚生労働省令に示された算定方法により算定される医師偏在指標に基
　づき、二次医療圏のうちから医師少数区域・医師多数区域を設定する。
２．設定した区域に応じて、二次医療圏ごとに医師確保の方針及び目標医
　師数、目標医師数を達成するために必要な施策を定める。
３．三次医療圏についても同様に計画を策定する。
４．産科・小児科についても医師確保の方針や施策を定める。

　医療法第３０条の４の規定に基づき、医療
計画の一部として位置づけられるものであり、
令和２年度から令和５年度までの４年間を計
画期間とし、以降３年ごとに計画の見直しを
行い、２０３６年度までに医師偏在是正を達
成することを長期目標とする。

計画策定の趣旨 計画の全体像 計画の位置づけ・計画期間

 医療人材対策室

●三次医療圏
　本県→医師少数県であり、医師の増加と地域偏在の是正を方針の基本とする。
●二次医療圏
　秋田周辺医療圏　　→医師多数区域であり、医師の現状維持を方針の基本とする。
　秋田周辺医療圏以外→医師少数区域であり、医師の増加を方針の基本とする。

区域の設定・医師確保方針

●県全体として取り組む施策
　１．地域循環型キャリアアップシステムの充実
　　　あきた医師総合支援センターによるキャリア形成支援や、秋田大学との連携による派
　　遣先の指導体制強化、医師の地域循環のための寄附講座設置等
　２．医師の労働環境等改善
　　　女性医師のライフステージに配慮した働き方支援や、ＩＣＴ等の技術を活用した業務
　　改善支援、タスクシフト推進に向けた人材養成支援等
　３．将来の医療を支える裾野の拡大・強化
　　　医学部進学者増加に向けた高校生医療体験実習の実施や、研修医の確保・定着支援、
　　医師不足が深刻な診療科における医師養成のための寄附講座設置等
　４．県外からの医師確保
　　　病院合同説明会の拡充や、初期研修医獲得に向けた各医療機関の取組の支援、北東北
　　三県連携による医師確保等

●二次医療圏に固有の施策
　県全体の取組のほか、二次医療圏特有の課題等に合わせて以下の施策を実施
　　大 館 ・ 鹿 角 医 療 圏：大館市による大館・北秋田地域医療推進学講座の設置
　　　　　　　　　　　　　　鹿角地域医療推進学講座の設置
　　能 代 ・ 山 本 医 療 圏：　
　　由利本荘・にかほ医療圏：　　

目標の達成に向けた施策

など

など

　産科・小児科については、本県は医師偏在指標で高順位に位置づけられているが、
医師は不足しているのが現状であることから、全ての周産期・小児医療圏及び三次
医療圏において、産科医師・小児科医師の増加を方針の基本とし、その達成に向け
た施策を盛り込んだ計画を策定する。　

産科・小児科に係る医師確保計画

　医師確保計画は、二次医療圏・三次医療圏単位での医師の確保を重点的に推進す
るものであるが、より細かい地域の医療ニーズに応じるため、局所的に医師が少な
い地域を『医師少数スポット』として定め、医師少数区域と同様に取り扱うことが
できる。
　本県では、秋田周辺医療圏内に位置する男鹿市、潟上市、五城目町、八郎潟町、
井川町及び大潟村を医師少数スポットとする。

医師少数スポット

医療圏名 医師偏在指標 医師偏在指標
（下位33.3%相当値）

順位

(位)

医療施設
従事医師数

(2016/12/31)
(人)

標準化医師数

(人)

地域の標準化
受療率比

地域の人口 目標医師数
厚労省算定値

(2023年)
(人)

目標医師数
計画値

(2023年)
(人)

2018/1/1時点

(10万人)

2023/10/1推計

(10万人)

全国（参考） ２３８．６ ３０４，７５９ ３０４，７５９ １．０００ １，２７７．１ １，２３６．６

秋田県 １８４．６ ２１５．０ ４１／４７ ２，２５７ ２，２６６ １．２０９ １０．１５ ９．１４ ２，３７０ ２，３７０

　秋田周辺 ２６０．２

１６２．３

５８／３３５ １，２３７ １，２５６ １．２５４ ３．９８ ３．７１ ７４６ １，２３７

　大館・鹿角 １３０．８ ３０６／３３５ １７２ １６８ １．１６６ １．１０ ０．９８ １８３ １８３

　北秋田 ９９．６ ３３５／３３５ ３７ ３５ １．０１１ ０．３５ ０．３０ ４９ ４９

　能代・山本 １４４．４ ２７３／３３５ １５４ １４９ １．２１３ ０．８２ ０．７０ １４５ １４５

１９１　由利本荘・にかほ １３８．５ ２９５／３３５ １９０ １８３ １．２７７ １．０４ ０．９３ １９１

　大仙・仙北 １４７．１ ２６６／３３５ ２０２ ２０３ １．０６４ １．３０ １．１５ １９３ １９３

　横手 １５３．３ ２４９／３３５ １８６ １９２ １．３６２ ０．９２ ０．８２ １８０ １８０

９０　湯沢・雄勝 １２０．４ ３１９／３３５ ７９ ８０ １．０２８ ０．６４ ０．５５ ９０

本県の医師偏在指標等（暫定値）

１．地域循環型キャリアアップシステムの充実

２．医師の労働環境等改善

３．将来の医師を支える裾野の拡大・強化

４．県外からの医師確保

※ 計画期間中に医師偏在指標の下位33.3%を脱するために要する医師数

※参考

秋田市在住医師の地域勤務に係る環境整備
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